
別記
第 1号様式 (第H条 、第13条、第14条関係)

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書
〇

・変 動

にあっては 名 称及び代表者の民名.記 名1,日〕

近畿コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役 社長執行役員 守都 正和

|レし

大阪府摂津市千里丘7丁目9番31号

特定事業者の主
たる業種

掲源飲料の裂道 ・販売

該当する事業者

要件
軍 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算

して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規貝け第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又は
バス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10粂 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業
者 (二酸化炭素に換算して3000ト ン以上))

「

r

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  2o 年 3 月

基 本 方 針 浦源飲科に携わる企業として、水使用、エネルギー使用、廃棄物の発生が主要な環境負荷であることを認識し、環境汚
染の防止と環境負荷の継続的削減に努めます。 (弊社 「環境基本方針」添付)

推 進 体 制 環境担当役員を議長とする経営層によって構成される環境委員会で環境に関する重要事項を決定し、各部門長 ・タルーフ
・

会社の社長をル′ヽ
.―

とするeKO推 進部会でその推進を図つています。具体的な推進に当たっては部門を中心とした縦
の組織と事業所単位の二つの切り口で、 eKOシ ステム(]カコルステム独自のEMS)を 通じて削減を行っていきます。

年度 ごとの具体

的な取組及び措

置

年 度 工

fll年 自動販売機 (電気) 省エネルギー型のH助販売機への切をにより 電 力消費を毎期約4%削 減 (2年間で約8%削 減)

毎年 車両 (車両燃料) エヨトライブ{アイドリングストッブ 経済速度述行 適TFl載の見直しり の推進により、Ⅲ両燃料忙,〕を抑m

fjl年 建物 (電気) ″"ビズ ウ十ムヒメの導入等によって節竜をItltじ モカ泊空を″期対前年比1%例 滅 12年mで 約2%削 湖

温室効果ガスの

排出量等 排出区分
基準年度 (実積'

( 17 )年 度
(二酸化炭来換算 〈1))

日棟年度 (nt回)
( 19 )年 度

(二酸化炭黎換雰 (1))

削 減 率

(計画 )
(%)

A事 業所等排出区分 45,095t 41,197       t -86 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 →J       45,095t ■2      41,197t -88 %

その他の地球温

暖化対策による

温室効果ガスの

削減量等

対策等の区分
目標年度 (計画)

く=酸 化炭繁換算 (1

森林の保全及び整備 (そhF而油) 〈吸収長) t

府内産の木材の利用 (和川玉)   i         m ) (,,Jt旦) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電量) kTh (削減巳) t

(熱快結昼) (削減畳) t

グリ‐ ン電力の購入 (冊入■)   l        k『 h (制減■) t

削減量等合計 t

差 引排出量

くJF出合計―旧JJt牢合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
Ⅲ l 45 095 t Ⅲ〕‐・。     41,197t 86 %

特 記 事 項
2005年2月16日、近畿コカ ・コーラ
ガス排出量を2000年比で2010年ま
(弊社 「環境報告書 2005」 P!

'ボトリンググループ全体として (対象範囲 :京都府、大阪府、兵庫県)、 温室効果
でに10%削減することを目標とする 「温室効果ガス削減中長期計画」を策定。
1～6、11～18、および 「CSRレ ポー ト2006」P42～44をご参照ください)

連 絡 先
担 当

立
Ｈ 署

担 当 者 氏 名

住        所

電  話  番  号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号

注 1該 当するBに は レ 印を担入してください,特 定事業者以タトで由Ji参加されろ事業者の方は、レFHlの記人は不要です

2「 みll年度Jと は計画期Flの前年度を 「日椋年度Jと は計W期 阿の最終年度をいいます

3「 車来Ilttlll Hl医分Jと は 京 都市内の事業所等の事業括助のためのエネルギーのtt,〕に‖い7E4:する温と効火ガスを 「輸j占Ⅲt]i排ⅢⅢ区分Jと は
向Tlli江送事業者については使liの本れの1/置を京都府勺とする」i価のtlr"ける温室効火ガスを 飲 道事業者については保布するrf物■両又はrFK客十
F子のl111するれ室効米ガスを 「そのfLリトJ」区分」とは L記 以外の水11府内における事来所等の事業活動にllい究4iするvuに効夕tガスをいいます。

4 f4F記事項Jに は 平 成2年度 〈1990年 度)を 基打Lとした朝lH上の対ナしやエネルギー原単l1/C02例:Hliた、竹エネ似吊jjH分などlL者の こヽ室効果ガ
スリIHiFT世への資は グ リーン調通の標川 竹 定フロンなどの条F/1ヤ=定外の温生効果ガスの削減などを記入してください。


